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令和４年理事会議事録 

 

１ 日  時    令和４年２月１５日（火）午後１時２５分～午後２時５５分 

            

２ 場  所    和歌山市吹上二丁目１番２２号 日赤会館３階会議室 

             

３ 出席者    中芝理事長  （岩 出 市 長） 

岡野常務理事 （学識経験者） 

平野理事   （高 野 町 長） 

       中西理事   （和歌山県歯科医師国民健康保険組合理事長） 

       坂本理事   （和歌山県国民健康保険団体連合会事務局長） 

            ［書面出席］   

下副理事長  （和歌山県副知事） 

尾花副理事長 （和歌山市長） 

       三軒副理事長 （太 地 町 長） 

平木理事   （橋 本 市 長） 

              望月理事   （有 田 市 長） 

真砂理事   （田 辺 市 長） 

中山理事   （有田川町長） 

       小谷理事   （みなべ町長） 

井澗理事   （白 浜 町 長） 

               

４ 事務局  事務局次長・参事・電算介護課長・審査第１課長・審査第２課長・ 

総務課長補佐・総務課 庶務係長 

 

司  会 

定刻より少し早いですが皆さまお集まりになられたので、只今から理事会を開催

いたします。 

本日の理事会は、ご出席いただいております理事さんが５名、所用の為、書面に

より審議に加わっていただいております理事さんが９名となっており、本会規約第

３２条の規定により理事会が成立することを報告させていただきます。 

それでは、開会にあたり、中芝理事長よりご挨拶を申し上げます。 

 

理 事 長 

本日、理事会を開催いたしましたところ、皆様方には、大変お忙しい中、ご出席を

いただきまして、誠にありがとうございます。 
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また、平素は本会の事業運営に対しまして、格段のご支援とご協力を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

さて、本格的な少子高齢化が進む中で、国保制度を取り巻く環境は更に厳しさを

増しております。 

国においては、すべての世代が安心感と納得感の得られる全世代型社会保障制度

の確立を目指し、様々な改革が進められています。 

一方、国保連合会においては、厚生労働省・支払基金・国保中央会の三者で、昨年

３月に公表した「審査支払機能に関する改革工程表」に沿った改革を実行していく

ため、審査結果の不合理な差異の解消や、審査基準等の全国統一化に向けた取り組

みを進めています。 

本会といたしましては、これら国保連合会を取り巻く情勢の変化を十分に認識し、

保険者の共同体としての責務を念頭に、保険者支援の充実・強化に努めて参る所存

でございますので、なお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げます。 

本日ご審議いただきます案件は、先にご案内いたしましたとおり、規程の一部改

正や令和４年度の事業計画、予算等、総会に附議する議案、また、理事会推せんの役

員候補者等についてでございます。 

なお、本日の理事会に先立ちまして、この７日に理事保険者課長会議を開催し、

課長さん方に内容を説明させていただいております。 

この後、事務局から説明いたしますので、ご審議の上、ご承認賜りますようお願

いいたしまして、簡単ではございますがご挨拶といたします。 

 

司  会 

  それでは、議事に移らせていただきます。 

はじめに、理事会の議長でございますが、本会規約によりまして、中芝理事長に 

お願いいたします。 

 

議  長 

規約の定めによりまして、議長を務めさせていただきます。 

議事進行に、ご協力の程をお願いいたします。 

議事に入ります前に、本日の議事録署名人ですが、平野理事さんと中西理事さん

のお二人にお願いいたします。  

それでは、議事に入ります。報告事項 報告第１号「理事長専決処分について」事

務局から説明いたします。 

 

事 務 局 

報告事項に入ります前に、去る２月７日に開催した理事保険者課長会議において
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２点、質問がありましたので、先に、その回答内容について報告させていただきま

す。 

まず１点目ですが、附議事項をご覧ください。 

議案第６号の６、一般会計減価償却引当資産の処分で、「処分限度額と一般会計に

おける歳入の繰入額に１千円相違があるのはなぜか」との質問がありました。もと

もと処分限度額を、必要な経費を円単位で積み上げた８８７万２千円としていまし

たが、歳入を千円単位に整理した歳出の積み上げである８８７万３千円としていま

したので、ご指摘のとおり当議案における処分限度額を８８７万３千円に改めるこ

とを説明いたしました。 

もう１点については、診療報酬審査支払勘定の抗体検査等費用に関する支払勘定

において、「新型コロナウイルスワクチン接種費用が、前年度の予算額と比べて１億

９，６９５万円余り少なくなっているのはなぜか」とのご質問でしたが、昨年度は

１人につき２回分の接種費用を計上していましたが、４年度は３回目接種となる１

回分のみの費用ということで、回数の違いによる予算減であることを説明いたしま

した。 

理事保険者課長会議の報告は、以上でございます。 

それでは、報告事項に入らせていただきます。 

なお、参考までに、お手元に附議事項を要約した説明要旨をお配りしております

が、附議事項本体で説明させていただきます。 

 

報告第１号 理事長専決処分について 

急を要しましたので、以下の４点について、国民健康保険法第８６条において準

用する同法第２５条第２項の規定により専決処分をいたしましたので、報告いたし

ます。 

 

１ 令和３年度診療報酬審査支払特別会計補正予算について 

新型コロナウイルスの感染拡大が予想以上に長引き、令和３年７月の補正予算額

を更に上回る見込みとなったため、公費負担医療に関する診療報酬支払勘定の歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億円を追加し、総額を３８億９，２７９万円

といたしました。 

公費負担医療に関する診療報酬支払勘定の、公費負担医療の受入金と支出金をそ

れぞれ２億円増額いたしました。 

 

２ 令和３年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計補正予算について 

国保と同様、公費負担医療に関する診療報酬支払勘定の歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ７千万円を追加し、総額を１２億７，９７６万４千円といたしまし
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た。 

後期高齢者に係る公費負担医療に関する診療報酬支払勘定の、公費負担医療の受

入金と支出金をそれぞれ７千万円増額いたしました。 

 

３ 令和３年度一般会計補正予算について 

県から新型コロナウイルスの感染防止対策支援事業に係る業務を受託することに

よるもので、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，９７８万５千円を追加し、

総額を３億２，７８５万円といたしました。 

歳入の款８県支出金で４，９７８万５千円を増額し、歳出の款３事業費で、人件

費や委託料、また事業所への支援金等に充てるための費用として同額を補正いたし

ました。 

 

４ 令和３年度診療報酬審査支払特別会計補正予算について 

新型コロナウイルスワクチンの３回目の接種に係る支払事務受託に伴う増額補正

で、業務勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９４万６千円を追加し、総

額を７億７４１万２千円といたしました。 

歳入の款２国庫支出金で９４万６千円を増額し、歳出の款１総務費、目５新型コ

ロナウイルスワクチン接種事業費で、システム改修費として同額を補正いたしまし

た。以上です。 

 

議  長 

只今、報告第１号について説明をいたしましたが、何かご質問等ございませんか。 

 

一  同 

  （質問等なし） 

 

議  長  

ないようでございますので、次に議決事項に入ります。 

議案第１号から議案第４号までは、規程の一部改正等でございますので、一括議

題とすることにご異議ございませんか。 

 

一  同 

  （異議なし） 

 

議  長  

それでは、一括議題とし、事務局から説明いたします。 
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事 務 局 

議案第１号 押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程の制定について 

押印の見直しに伴い、第１条から第６条までの関係規程について、㊞の表記を削

除するなど所要の見直しを行い、押印の省略が可能となるよう改めます。 

 

議案第２号 職員服務規程の一部を改正する規程について 

新旧対照表をお願いいたします。 

人事委員会規則の改正にならった一部改正で、第３７条、第１項、第５号の２に

不妊治療による通院等のための特別休暇を新設いたします。またこれに併せて同条

第２項に不妊治療のための休暇をはじめ、１時間単位で取得可能な休暇については、

残日数の全てを使用しようとする場合において、１時間未満の端数があるときは、

当該残日数の全てを使用することができることといたします。 

なお、以降については、押印の見直しに伴う職員服務規程中の様式の見直しとな

ります。 

 

議案第３号 処務規程の一部を改正する規程について 

新旧対照表をお願いいたします。 

 こちらも押印の見直しに関連するもので、軽易な文書については公印及び契印を

省略できるとするこれまでの規定を削除し、性質又は内容により押印を要する文書

には公印を押印するよう改めることといたします。 

 

議案第４号 第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業規程の一部を改正する 

規程について 

新旧対照表をお願いいたします。 

いずれも様式の変更となりますが、国保保険者等から委任を受けた国保連合会と

損害保険会社等との間で締結していた「覚書」がこのたび見直され、損保会社が作

成を支援する傷病届等の内容の一部が変更されたことに伴う改正となります。 

附議事項が少し見づらいので、新様式を別にお配りしていますが、傷病届につい

ては、様式の一番下に「傷病届作成日」と「作成支援の有無」の記入欄を追加するこ

とで、損保会社等の支援状況が明らかになるとともに、担当者の意識付けにもつな

がり、ひいては覚書の有効性を高めることが期待されます。 

また、以降については、押印見直しに伴う様式の変更となります。以上です。 

 

議  長 

  議案第１号から議案第４号について説明いたしましたが、何かご意見、ご質問等

ございませんか。 
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一  同 

  （質問等なし） 

 

議  長 

  ないようでございますので、議案第１号から議案第４号について、原案のとおり

可決することに、ご異議ございませんか。 

 

一  同 

（異議なし） 

 

議  長 

異議なしとのことでございますので、議案第１号から議案第４号は原案のとおり

可決いたしました。 

  次に、議案第５号「令和４年第１回通常総会の招集について」を議題とし、事務

局から説明いたします。 

 

事 務 局 

議案第５号 令和４年第１回通常総会の招集について 

来る２月２８日（月）午後１時３０分から、日赤会館３階会議室で開催を予定し

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長 

   議案第５号について、ご異議ございませんか。 

 

一    同 

   （異議なし） 

 

議  長 

   異議なしとのことでございますので、令和４年第１回通常総会については、原案

のとおり招集いたします。 

次に、議案第６号「令和４年第１回通常総会に附議する議案について」事務局か

ら説明いたします。 

なお、議案第６号は２９議案ございますので、まず１から３までを説明し、そこ

で一旦ご意見、ご質問等を伺い、引き続き４から２９までを説明した上で、一括し

て議案第６号について皆様にお諮りいたしたいと思います。それでは、事務局、説

明をお願いします。 
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事 務 局 

議案第６号 令和４年第１回通常総会に附議する議案について 

これより説明する計２９議案を予定しております。 

 

１ 令和３年度診療報酬審査支払特別会計補正予算について 

後程、事業計画や負担金及び手数料の部分でもご説明させていただきますが、国

保総合システムの令和６年度及び８年度の更改におけるクラウド化や支払基金との

共同開発に係る費用においてＩＣＴ等積立資産を造成する必要が生じたため、令和

４年度の手数料の引上げをさせていただきます。令和３年度においても、剰余が見

込まれる分については、先んじて補正によりＩＣＴ等積立資産を積み増しいたしま

す。 

業務勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，４９４万１千円を増額し、

総額を７億３，２３５万３千円といたします。 

歳入の款１手数料、目１診療報酬審査支払手数料を１，４５２万円余り、目１３

感染症審査支払手数料を２５０万円、目２４共同処理手数料を７９２万円それぞれ

増額します。 

歳出ですが、款１総務費、項１審査支払管理費で新型コロナウイルスワクチン接

種事業費での人件費やプログラム改修分など合計で５４５万円余りと、項２共同処

理管理費で同じく人件費分など９６０万円余りをそれぞれ減額し、款５積立金でＩ

ＣＴ等積立資産として７千万円増額、８，５００万円まで積み増すことといたしま

す。 

 

 ２ 令和３年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計補正予算について 

業務勘定ですが、先ほどの診療報酬の業務勘定と同様に、レセプト点検専門員１

名の退職に伴う補充をしなかったこと、同じく１名の育児休業取得などにより生じ

た剰余分を、ＩＣＴ等積立資産に充てるための補正となります。 

歳出の款１総務費で人件費分など９００万円を、款８予備費で１千万円をそれぞ

れ減額し、款５積立金でＩＣＴ等積立資産として１，９００万円を増額いたします。 

 

 ３ 令和３年度障害者総合支援法関係業務等特別会計補正予算について 

電子証明書の発行対象となる事業所数が当初の見込みを上回ることによる増額補

正で、業務勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９５万円を追加し、総

額を６，８２３万４千円といたします。 

電子証明書発行手数料の受入金と支出金で、それぞれ１９５万円を増額いたしま

す。以上です。 
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議  長 

  只今、議案第６号の１から３までを説明いたしましたが、何かご意見、ご質問等

ございませんか。 

 

一  同 

（質問等なし） 

 

議  長 

それでは、議案第６号の４から２９までを事務局から説明いたします。 

 

事 務 局 

４ 令和４年度事業計画について 

１最近の情勢ですが、連合会を取り巻く情勢について、５点挙げております。 

一つ目の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対応では、厚生労働省からの協力

依頼に基づき、本会においても新型コロナワクチン接種費用の請求支払事務を令和

３年４月から担うなど、市町村等の事務負担の軽減に努めました。 

依然として収束が見通せない状況の中、新たな変異株の出現もあり、急遽３回目

の追加接種を前倒しで実施することとなりましたが、こちらについてもシステム改

修など必要な対応を行い、現在まで適正に処理を行っています。 

二つ目の保健事業の推進では、国において予防・健康づくり対策の強化が進めら

れている中、国保連合会では令和６年度までに「高齢者の保健事業と介護予防の一

体的実施」を全ての市町村で実施できるよう、高齢者セミナーやＫＤＢシステムの

円滑な活用に向けた保険者支援に積極的に取り組んでいます。 

一方で、令和３年１０月に開催された日本健康会議において、「健康づくりに取り

組む５つの実行宣言２０２５」が採択されました。これを受け、医療保険者では保

険者協議会の体制強化やデジタル技術の活用等による予防・健康づくりに取り組む

こととなりますが、国保連合会に対しても、積極的な支援が求められています。 

三つ目の審査支払業務改革に関する取り組みでは、現在国保中央会と国保連合会

では「改革工程表」に沿って、審査結果の不合理な差異の解消に向け、審査基準やコ

ンピュータチェックの全国統一化を進めています。 

また「審査支払システムの整合的かつ効率的な在り方の実現」に向けては、令和

６年度に国保総合システムのクラウド化とともに、支払基金新システムの「受付領

域」の仕組みを導入すること、更に８年度には「審査支払領域」の共同利用を目指す

こととしています。 

少し補足させていただきますと、国保総合システムの次期更改等に係る国庫補助

獲得のための要請活動については、昨年７月の理事会で岡野常務の方から報告させ
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ていただきましたが、先般、令和４年度に必要な額として厚生労働省において要求

額とおりの５４．３７億円が措置されたところです。 

システムの初期費用に対する不足額については、令和５年度においても、１月時

点で、約１００億円が見込まれており、国庫による確実な財政支援が必要不可欠な

ことから、４日から先日にかけて地方６団体に対し、国庫補助獲得運動について協

力依頼を行ったところでございます。 

四つ目の介護保険におけるケアプランデータ連携システムの構築では、居宅介護

支援事業所と個別の介護事業所間でのケアプランの電子化を図るため、令和５年４

月の本稼働に向け、現在国保中央会で開発が進められています。 

稼働後は、返戻・過誤調整の減少による審査支払事務の円滑化が図られるととも

に、将来的には介護分野でのデータヘルス事業推進に向けた取組を強化することと

しています。 

五つ目のオンライン資格確認等システムの活用では、当システムの本格運用によ

り、医療機関や薬局での資格確認はもとより、被保険者本人が自らの特定健診結果

等を閲覧したり、医療機関や薬局で薬剤情報等を照会することも可能となりました。 

今後国においては、オンライン資格確認やマイナンバー制度等の既存インフラを

活用したさまざまな取り組みを検討しており、令和４年度には閲覧できる情報を手

術や透析まで拡大することや電子処方箋の仕組みを構築する予定としています。 

 

こういった情勢等も踏まえ、２基本方針ですが、令和４年度は以下の基                        

本方針に基づき、事業運営に努めてまいります。 

（１）保険者支援事業等ですが、一つ目の保険者の国保事業への支援では、保険

者の円滑な事業運営に寄与するため、各種協議会の運営、広報事業の推進、保険者

における各種事業の諸問題の検討、国保制度の改善強化等に取り組みます。 

二つ目の保険者の保健事業への支援ですが、国保データベース（ＫＤＢ）システ

ムの活用促進等では、３年度に引き続き実機を用いた研修会を開催いたします。 

医療費等データ分析事業の強化では、より保険者ニーズに沿った分析資料の作成

に努めるとともに、データの分析・評価に精通する本会職員の育成・スキルアップ

にも取り組みます。 

国保・後期高齢者ヘルスサポート事業の推進では、学識経験者等で構成する保健

事業支援・評価委員会による支援に引き続き取り組みます。 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施への取組では、高齢者の保健事業セミ

ナーを開催し、市町村での早期の事業開始と効果的な事業推進のための支援を行い

ます。 

（２）国保診療報酬等に関する事業ですが、一つ目の診療報酬等審査支払業務の

実施では、医療機関等からの診療報酬等の請求に対して、適正かつ公平な審査と迅



10 

 

 

速な支払を行います。 

  二つ目の診療報酬改定への対応では、各関係機関と連携を図り、適正に対応いた

します。 

三つ目の審査業務充実・高度化への適切な対応では、審査支援システム等の有効

活用や研修等を通じて職員の審査知識の向上に積極的に取り組み、専門的かつ効果

的な審査事務共助を行います。 

次の審査支払業務改革への対応については、最近の情勢で申し上げたとおりでご

ざいます。 

  四つ目の保険者事務共同処理の実施では、保険者における事務の効率化や負担の

軽減を図るため、保険者に共通する事務について一元的に処理を行います。 

  また、保険者と国保連合会を結ぶ保険者ネットワークの機器更改については、保

険者業務に支障を来さないよう、迅速かつ確実に実施してまいります。 

  五つ目のレセプト点検研修の実施では、本会が行う点検内容等について、保険者

との情報共有を図ります。 

六つ目の療養費適正化の支援では、「柔整算定状況一覧」など、患者調査や適正受

診の指導に用いる資料を配付するとともに、レセプト点検研修会において活用方法

についての説明を行います。 

  七つ目のオンライン資格確認等に係る対応では、オンライン資格確認等システム

の安定運用を図るため、レセプト情報など必要な情報の連携を行います。 

（３）後期高齢者医療診療報酬等に関する事業については、国保と同様のため、

説明は省略させていただきます。 

（４）特定健康診査等事業では、健診機関からの請求に対し適正な支払に努める

とともに、データ管理や共通する事務について一元的に処理を行います。 

  （５）第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業では、自動車事故など、第三者

の不法行為により生じた保険給付について、保険者が立て替えた医療費等を加害者

に対し、損害賠償請求を行います。 

更なる取組強化に向けては、求償版３％推進運動を設定し、①未着手の求償案件

を１％以上減らすこと、②職員のスキルアップを図りつつ過失交渉により１％以上

の効果を上げること、③第三者行為を減らすために手数料収入額の１％以上を広報

などの事業にあてることを目標に掲げ、保険者と連携を図りながら未処理案件把握

のためのシステム改修や交通事故防止のための広報事業などの取り組みを推進しま

す。 

（６）介護保険事業では、引き続き介護給付費等の審査支払及び共同処理業務を

適正に行うとともに、介護給付適正化事業についても効果的に推進してまいります。 

  また、ケアプランデータ連携システムの運用開始に向けた対応では、令和５年４

月の本稼働に向け、国保中央会と連携を密にして必要な対応を行います。 
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  （７）障害者総合支援事業においても、審査支払及び共同処理業務を適正に実施

いたします。 

（８）その他事業運営の一つ目の保険者支援のためのシステムの安定運用等につ

いては、記載の基幹系システムの安定運用に引き続き努めます。 

また二つ目の経費削減と健全な財政運営の推進では、国保被保険者数の減少等に

より手数料収入の確保が困難を増す一方で、今後も国保総合システムの開発・改修

等に伴うかかり増し費用が発生することが予想されることから、引き続き経費の削

減等に取り組むとともに、中期的な視点に立ち計画的かつ適正な財政運営を推進し

ます。 

 

３事業内容については、基本方針に基づき記載の事業を実施してまいりますが、

個々の内容の説明は割愛させていただき、新たな取り組みや主な点のみ申し上げま

す。 

（１）保険者支援事業等のエの協議会に関することでは、毎年、国保中央会主催

により東京都で開催されておりました「全国国保主管課長研究協議会」及び「健康

なまちづくりシンポジウム」ですが、両事業と同様の効果が期待できる研修会等が

他にあるという理由から、４年度以降、正式に事業の廃止が決定されましたので、

事業計画からも除いています。 

  クの保健事業に関することですが、先ほど基本方針で申し上げた取り組みを中心

に、記載の事業を実施してまいります。 

（２）国保診療報酬等に関する事業の①国保診療報酬等審査支払業務では、適正

かつ公平な審査を行うため、（ア）審査委員会を毎月開催するとともに、（イ）審査の

充実・高度化に向けた取り組みを進めてまいります。 

②共同処理業務のア保険者事務共同処理に関することですが、カ保険者ネットワ

ーク機器更改に関することでは、機器更改にあたり記載の業務を行います。なお、

同じネットワークを使用する後期高齢・介護・障害においても、同様に取り組んで

まいります。 

⑤抗体検査等費用に関する業務では、国の方針に基づきア風しん抗体検査等費用

支払業務を引き続き実施するとともに、イ新型コロナウイルスワクチン接種費用支

払業務については３回目接種に対応してまいります。 

（３）後期高齢者医療診療報酬に関する事業については、国保と同様でございま

す。 

（４）特定健康診査等事業については、これまでと変更ございません。 

（５）第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業については、先ほど申し上げま

したとおり求償版３％推進運動を新たに掲げ、イ研修会・広報に関することの（エ）

第三者行為による事故の届出促進等に関する支援では、関係機関との連携を視野に、
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届出の必要性等をより広く周知するための取り組みを推進するとともに、（オ）では

交通安全協会と連携させていただき、同協会が年４回発行する機関紙へ交通事故を

未然に防ぐための記事を掲載いたします。 

（６）介護保険事業及び（７）障害者総合支援事業については、先ほど申し上げた

保険者ネットワーク機器更改に関すること以外は、これまでと特に変更はございま

せん。 

  事業内容については、以上でございます。 

 

５ 令和４年度負担金及び手数料について 

保険者の皆様には令和３年１０月２１日付けで事務局案をお示しさせていただい

ております。 

補正のところでご説明させていただきましたが、令和４年度では、２の（１）国保

診療報酬審査支払手数料を明細書１件当たり１円９９銭引き上げ５８円に、これに

伴いその下の療養費に係るもので審査のみの場合を同じく１円引き上げ２９円に、

３の（１）国保共同処理手数料のア共同処理基本業務を同じく２円５銭引き上げ

３２円６０銭にいたします。国保情報集約システム手数料ですが、４年度の手数料

単価の対象となる３年４月末の被保険者数が前年より減少したことにより、１人当

たり１年につき４円２０銭引き上げ２７６円といたします。 

私からの説明は以上です。この後は、事務局次長より説明いたします。 

 

事 務 局 

私からは、「６一般会計減価償却引当資産の処分について」から「２９役員改選に

ついて」までご説明をさせていただきます。 

 

６ 一般会計減価償却引当資産の処分について 

冒頭にご報告させていただきましたとおり、理事長・副理事長・常務理事会議開

催時から処分限度額を変更させていただいております。会計システム機器更改に充

てるため、積立金額４億４，９１４万２，０５８円のうち、８８７万３千円を限度と

して処分し、令和４年度の一般会計へ繰り入れいたします。 

 

７ 令和４年度一般会計予算について 

歳入歳出予算の総額を１億８，３３０万円といたします。事項別明細書で説明い

たします。 

歳入の款１負担金は７，９９７万２千円で、前年度と比較して１１８万円余りの

減となります。会員負担金は被保険者数を２３万３千人と見込み、７，５２９万円

余りとしました。 
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款２国庫支出金は、合計で９３１万円余りを見込みます。 

款５繰入金は７，５１７万円で、項１特別会計繰入金は一般会計で管理する人件

費や会館の維持管理費、また退職給付引当資産に充てるため、各特別会計から応分

の繰入を行います。 

  項２積立金繰入金、目２減価償却引当資産繰入金では８８７万円余りを繰り入れ

いたします。 

款７諸収入は１，７８３万１千円で、目３県委託事業受入金としてデータ抽出委

託料など、１，０３８万円余りを計上いたします。 

歳出ですが、款２総務費は８，５９６万３千円で、目２一般管理費の職員等の人

件費や、目４財産管理費の会館維持管理の経費などが主なものとなります。 

款３事業費は４，１００万５千円で、目６保健事業費では、保健師の人件費をは

じめ、在宅保健師の会の活動経費や国保データベースシステムの運用経費などを計

上しています。 

款４積立金では、目１退職給付引当資産で２，１７２万７千円を、目２減価償却

引当資産で７０９万９千円を積み立ていたします。 

款６諸支出金は１，８６８万８千円で、目１中央会負担金では一般会費や保健事

業等保険者支援負担金など１，０７０万円余りを、目５県委託事業支出金でデータ

抽出業務の委託料として７５６万円余りを計上いたします。 

一般会計予算については、以上です。 

 

８ 診療報酬審査支払特別会計財政調整基金積立資産の処分について 

連合会が積立資産として認められるもののうち、手数料の１０％が上限となる財

政調整基金積立資産と、同じく３０％が上限となるＩＣＴ等積立資産については、

年度末の決算見込みを基に、それぞれの上限内に積み立てをし直す洗い替えという

行為が必要となります。そのための取り崩しで、財政調整基金積立資産では積立金

額の全額５千万円を処分し、令和４年度業務勘定へ繰入いたします。 

 

９ 診療報酬審査支払特別会計減価償却引当資産の処分について 

国保総合システムや保険者ネットワーク機器の更改等に充てるため、積立金額５

億７，０６２万８７６円のうち、１億１４６万１千円を限度として処分し、令和４

年度業務勘定へ繰入いたします。 

 

１０ 診療報酬審査支払特別会計ＩＣＴ等を活用した審査支払業務等の高度化・ 

効率化のための積立資産の処分について 

洗い替えのための取り崩しで、積立金額の全額８，５００万円を処分し、令和４

年度業務勘定へ繰入いたします。 
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１１ 令和４年度診療報酬審査支払特別会計予算について 

歳入歳出予算の第１条ですが、この会計には審査支払事業の経費を賄う業務勘定

のほかに、記載の４つの支払勘定があります。 

業務勘定の予算総額は８億５，５０７万１千円で、国保総合システムの更改等の

影響もあり、前年度と比較して１億８，７１７万円余り（２８．０％）の増となりま

す。 

診療報酬支払勘定は８３４億１，８００万１千円で、１億１，４００万円（

０．１％）の増、公費負担医療に関する診療報酬支払勘定も３９億２，０６２万４千

円で、２億５，０２０万１千円（６．８％）の増を見込みます。 

また、出産育児一時金等に関する支払勘定は３億４，８０５万２千円で、３千万

円（７．９％）の減、抗体検査等費用に関する支払勘定も１億３，９７４万４千円

で、２億１，３０３万円余りの減といたします。 

詳細につきましては、業務勘定のみ事項別明細書で説明させていただき、保険者

等から資金を受け入れて医療機関等に支払います支払勘定の説明は省略させていた

だきます。他の特別会計も同様とさせていただきますのでよろしくお願いいたしま

す。 

それでは、業務勘定の事項別明細書をお願いいたします。 

歳入の款１手数料は５億６，６９２万３千円で、国保診療報酬審査支払や共同処

理など計２４種類の手数料と出産育児一時金などの支払事務費があり、前年度と比

較して１，２８２万円の増となっております。 

目１国保診療報酬審査支払手数料は２億３，５９６万円余りで、前年度と比較し

て１，６５３万円余りの増となっています。 

目２４共同処理手数料は２億６，６４３万円余りで、２，３３０万円余りの増を

見込みます。 

項２事務費は１，２８２万円余りで、目３新型コロナウイルスワクチン接種事務

費で、取扱件数が少なくなることなどを見込み、２，８４４万円の減としています。 

款４繰入金、項２積立金繰入金、目１財政調整基金積立資産繰入金５千万円と、

目３ＩＣＴ等積立資産繰入金８，５００万円は、洗い替えのための資産取り崩し分

を繰り入れするものです。目２減価償却引当資産繰入金は、国保総合システム更改

等に充てるため、１億１４６万円余りを繰り入れます。 

歳出の款１総務費は、審査支払業務や共同処理業務に要する経費で、４億

２，８４９万３千円となり、６７４万円余りの減となっています。 

項１審査支払管理費、目１一般管理費は２億８２９万円余りで、職員、レセプト

点検専門員の人件費や電算処理の委託料等が主なものとなります。 

目５新型コロナウイルスワクチン接種事業費は１，１８３万円余りで、

２，６２６万円余りの減を見込んでいます。 
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項２共同処理管理費は２億７５万円で、職員、レセプト点検専門員の人件費やシ

ステムの運用管理費等の経費が主なものとなります。 

款２審査委員会費は２，７５９万円余りで、審査委員会の開催経費や委員の報酬

等、後期の業務勘定との間で応分の負担をしています。 

款４国保中央会システム負担金は１億１，２２７万７千円で、国保総合システム

の更改に伴い、前年度と比較して９，２０２万円余りの負担増となっています。 

款５積立金、目１財政調整基金積立資産は洗い替えとして５千万円を、目２減価

償却引当資産では２，９５６万円余りを積み立てます。また、目４ＩＣＴ等積立資

産についても洗い替えとなりますが、先ほどもご説明させていただきましたとおり、

国保総合システムのクラウド化や支払基金システムとの受付・審査支払領域の共同

利用の開発等に備えるため、４年度で１億４，２００万円まで積み増すことといた

します。 

款７諸支出金は５，６５８万１千円となり、目３他会計繰出金で、本勘定での負

担分として２，０５８万円余りを一般会計へ繰り出します。 

なお、ただ今の説明の中でありました財政調整基金積立資産やＩＣＴ等積立資産

における洗い替えは他の業務勘定でも行いますが、同様の処理となりますので、説

明の方は省略させていただきます。 

以上で、業務勘定の説明を終わります。 

 

１２ 後期高齢者医療事業関係業務特別会計財政調整基金積立資産の処分について 

１４ 後期高齢者医療事業関係業務特別会計ＩＣＴ等を活用した審査支払業務等 

の高度化・効率化のための積立資産の処分について 

ともに洗い替えを行うための取り崩しでございます。 

 

１３ 後期高齢者医療事業関係業務特別会計減価償却引当資産の処分について 

国保と同様に国保総合システムの更改等に充てるため、積立金額２億２，９３１

万２，８８７円のうち、１，６７０万３千円を限度として処分し、令和４年度の業務

勘定へ繰入いたします。 

 

１５ 令和４年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計予算について 

歳入歳出予算の第１条ですが、この会計には審査支払事業の経費を賄う業務勘定

と、診療報酬及び公費の２つの支払勘定があります。 

予算の総額は、業務勘定は７億３，４２２万７千円で、前年度と比較して

４，６９４万円余り（６．８％）の増となっています。診療報酬支払勘定は

１，５７６億９，２００万２千円で、前年度と同額を、また公費負担医療に関する診

療報酬支払勘定は１２億８，６４４万４千円で、９，１６８万円（７．７％）の増を
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見込んでいます。 

後期高齢者業務勘定について、事項別明細書で説明いたします。 

歳入の款１手数料は５億９，６９４万４千円で、後期高齢者の審査支払手数料をは

じめ、公費の手数料や代行処理手数料の計１９種類となります。目１後期高齢者医

療診療報酬審査支払手数料は３億２，６８８万円余りで、後期についても明細書１

件当たり１円の手数料引き上げをお願いしており、前年度と比較して３０８万円余

りの増としています。 

目１９代行処理手数料は、２億４，６５８万円余りを見込んでいます。 

款５繰入金、項２積立金繰入金、目２減価償却引当資産繰入金は、国保総合シス

テムの更改等に充てるため、１，６７０万円余りを繰り入れます。 

歳出の款１総務費は４億８，９８９万円余りで、審査支払及び代行業務に要する

経費を計上しています。 

項１審査支払管理費、目１一般管理費は３億１，４３０万円余りで、職員、レセプ

ト点検専門員の人件費や電算処理業務等の委託料が主なものとなります。 

項２代行処理管理費の１億７，５５０万円余りについても、同様に人件費と委託

料が主なものとなります。 

款２審査委員会費は３，４３４万円余りとなっています。 

款４国保中央会システム負担金は２，９９４万円余りで、前年度と比較して

９８４万円余りの増となっています。 

款５積立金は、記載のとおりの積み立てを行いますが、目４ＩＣＴ等積立資産に

ついては、国保と同様、洗い替えの際に７千万円まで積み増すことといたします。 

款７諸支出金では、２，４４７万円余りを一般会計へ繰り出します。  

後期高齢者業務勘定の説明は以上です。 

 

１６ 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計財政調整基金積立資産の 

処分について 

１７ 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計ＩＣＴ等を活用した審査支払 

業務等の高度化・効率化のための積立資産の処分について 

いずれも洗い替えのための取り崩しとなります。 

 

１８ 令和４年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計予算について 

この会計には、業務勘定のほか、国保と後期高齢者の健診等に係る２つの支払勘

定があります。 

予算の総額は、業務勘定は５，０６８万４千円で、前年度と比較して４１３万円

余り（約８．９％）の増となっています。特定健康診査・特定保健指導等支払勘定は

６億２，５００万２千円、後期高齢者健康診査支払勘定は３億７，２００万２千円
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で、どちらも前年度と同額といたしました。 

特定健康診査等業務勘定について、事項別明細書で説明いたします。 

歳入の款１手数料、目１特定健診・保健指導等手数料は１，６２１万円余り、また

目２後期高齢者健康診査手数料は１，６３１万円余りで、それぞれ前年度と同額を

見込んでいます。 

歳出の款１総務費は２，２３９万円余りで、人件費のほか、システムの運用管理

費やハード等の保守などに係る委託料が主なものです。 

款２積立金ですが、目２減価償却引当資産として、６１２万円余りを積み立てま

す。 

  款４負担金は、特定健診等データ管理システム負担金として、国保中央会へ約

４４７万円を支出いたします。 

款５諸支出金では、一般会計へ約２７０万円を繰り出しいたします。 

特定健診等業務勘定については、以上となります。 

 

１９ 令和４年度第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業特別会計予算について 

歳入歳出予算の総額を３億８，４２７万２千円といたします。 

  歳入の款１損害賠償金受入金は３億５千万円で、昨年度と同額を見込みます。歳

出の款２損害賠償金支出金で同額を計上いたします。 

  款２手数料は、２，９９８万９千円を見込みます。 

  款３国庫支出金は、求償専門員の人件費等に係る補助として３８０万円を見込み

ます。 

  歳出の款１総務費は３，２６９万円で、職員２名、求償専門員３名の人件費とシ

ステムの運用管理などの委託料が主なものとなりますが、先ほど事業計画で申し上

げた取組強化に伴うシステム改修や啓発事業の拡充により、３０５万円余りの増と

なっています。 

 

 ２０ 介護保険事業関係業務特別会計財政調整基金積立資産の処分について 

２２ 介護保険事業関係業務特別会計ＩＣＴ等を活用した審査支払業務等の 

高度化・効率化のための積立資産の処分について 

洗い替えのための取り崩しです。 

 

 ２１ 介護保険事業関係業務特別会計減価償却引当資産の処分について 

保険者ネットワークの機器更改費用に充てるため、積立金額２，６９５万

１，０３４円のうち、４５７万２千円を限度として処分し、令和４年度業務勘定へ

繰入いたします。 
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２３ 令和４年度介護保険事業関係業務特別会計予算について 

この会計には業務勘定のほか、介護給付費等支払勘定、公費負担医療等に関する

報酬等支払勘定があります。 

予算の総額ですが、業務勘定は３億６１８万８千円で、前年度と比較して９３７

万円余り（３．２％）の増となっています。介護給付費等支払勘定は１，０６１億

１，７４６万９千円で、件数の増を見込み１２億１，０２１万円余り（１．２％）の

増、また公費負担医療等に関する報酬等支払勘定は１０億５，８０６万６千円で、

前年度と同額といたします。 

介護保険業務勘定について、事項別明細書で説明いたします。 

歳入の款１手数料は１億３，２２０万２千円で、１５種類の審査支払手数料のほ

か、共同処理手数料と特別徴収経由機関業務手数料があります。 

款４負担金は９１８万円で、前年度と同額といたします。 

款５主治医意見書料等受入金は１億２，１９９万円余りで、歳出で同額を医療機

関等に支払います。 

款８繰入金、項２積立金繰入金、目２減価償却引当資産繰入金の４５７万円余り

は、保険者ネットワーク機器更改のための取崩収入となります。 

歳出の款１総務費は９，９８９万円余りで、人件費と審査支払システムに係る運

用経費等が主なものとなっております。 

款４国保中央会負担金は３，４０９万円余りで、介護保険審査支払等システム等

に係る国保中央会への負担金です。 

款７積立金ですが、目２減価償却引当資産として９３５万円余りを積み立てます。 

款９諸支出金では、一般会計へ１，３６４万円余りを繰り出します。 

介護保険業務勘定については、以上です。 

 

 ２４ 障害者総合支援法関係業務等特別会計財政調整基金積立資産の処分について 

２６ 障害者総合支援法関係業務等特別会計ＩＣＴ等を活用した審査支払業務等 

の高度化・効率化のための積立資産の処分について 

洗い替えのための取り崩しです。 

 

２５ 障害者総合支援法関係業務等特別会計減価償却引当資産の処分について 

保険者ネットワークの機器更改費用に充てるため、積立金額７６３万４，６０６

円のうち、３０４万８千円を限度として処分し、令和４年度業務勘定へ繰入いたし

ます。 

 

２７ 令和４年度障害者総合支援法関係業務等特別会計予算について 

この会計には業務勘定のほか、障害介護給付費と障害児給付費の２つの支払勘定
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があります。 

歳入歳出予算の総額ですが、障害者総合支援業務勘定は６，８８６万３千円で、

前年度と比較して８２０万１千円（１３．５％）の増となります。障害介護給付費支

払勘定は２６３億３，８９１万円で、介護と同様に件数の増を見込み、６億

９，８８０万円余り（２．７％）の増、また障害児給付費支払勘定についても５７億

７，７８２万４千円で、４億５４２万円（７．５％）の増を見込みます。 

障害者総合支援業務勘定の事項別明細書をお願いいたします。 

款１手数料、項１障害介護給付費等審査支払手数料の５，０６３万円余りは、障

害介護給付費及び障害児給付費の審査支払手数料と共同処理事務手数料分で、前年

度と比較して５１３万円余りの増を見込みます。 

款５繰入金、項２積立金繰入金、目２減価償却引当資産繰入金の３０４万円余り

は、保険者ネットワーク機器更改のための取崩収入となります。 

歳出ですが、款１総務費は３，５９０万円余りで、人件費とシステムに係る委託

料が主なものとなります。 

款２国保中央会負担金は、中央会の共同受付システム等負担金などで、

１，４２４万円余りを支出いたします。 

款４積立金ですが、目２減価償却引当資産として２８１万円余りを積み立てます。 

款６諸支出金では、一般会計へ４８９万円余りを繰り出します。 

障害者総合支援業務勘定は、以上となります。 

 

２８ 令和４年度一般会計及び特別会計一時借入金について 

総額を前年度と同額の４１億８，８００万円とし、借入限度額、借入方法、借入利

率及び償還方法についても変更ないことで、借入先である指定金融機関の紀陽銀行

と調整済みとなっています。 

 

２９ 役員改選について 

現役員の任期が令和４年２月２８日をもって満了いたしますので、２８日の総会

で選任していただくことになります。 

その前段階として、内規に基づき県・市長会・町村会・国保組合から役員候補者の

推薦をいただいており、それらをまとめたものをお手元にお配りしております。 

理事１４名中１名分が空欄になっておりますが、市長会さんの方から、中村前紀

の川市長の推薦もいただいておりましたので、今回は、１名欠員のまま総会にお諮

りし、どこかのタイミングで欠員補充をさせていただきたいと考えております。 

私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。 
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議  長 

只今、議案第６号の４から２９までを説明いたしましたが、何かご意見、ご質問

等ございませんか。 

 

理事より、現役員と次期役員ではどなたが代わられているのかとの質問があり、事

務局より回答した 

 

議  長 

ほかに何かご意見、ご質問等ございませんか。 

 

一  同 

（質問等なし） 

 

議  長 

ないようでございますので、議案第６号について、原案のとおり可決することに、

ご異議ございませんか。 

 

一  同 

（異議なし） 

 

議  長 

異議なしとのことでございますので、議案第６号は原案のとおり可決いたしまし

た。 

  次に、議案第７号「理事会推薦の役員候補者について」事務局から説明いたしま

す。 

 

事 務 局    

（議案第７号 理事会推薦の役員候補者について説明） 

 

議  長    

次に、議案第８号「事務局長の任免について」事務局から説明いたします。 

 

事 務 局    

 （議案第８号 事務局長の任免について説明） 
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議  長 

  以上をもちまして、予定されております議案審議は、すべて終了いたしましたが、

せっかくの機会でございますので、何かございませんか。 

 

一  同 

  （特になし） 

 

議  長 

  それでは、本日の理事会は、以上をもって終わらせていただきます。 

    議事進行にご協力をいただきありがとうございました。 

（時：午後２時５５分） 

 

 

以上理事会の議事録は事実と相違ないことを証明いたします。 

 

 

議事録署名人 

 

理  事 高野町長 印 

 

 
 

 

理  事 
和歌山県歯科医師 

国民健康保険組合理事長 
印 

 


